
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
安田会長挨拶（要旨） 
本県における集落営農の取組みが着実に

前進している。 
今年一年間の主な成果は以下のとおり。 
・ 県内各農林事務所普及部・普及所単位に

組織された地域集落営農推進協議会を

中心に、重点集落を設定し、関係機関が

連携して支援活動を展開してきた。その

結果、昨年 9 月末現在で県内の農用地

利用改善団体は１６２組織となり、１２

月末時点での特定農業法人は１０組織、

特定農業団体及びこれと同様の組織は

１２組織が全てこの 1 年に新たに認定

されたものである。 
・ ＪＡグループでは各ＪＡが担い手づく

り戦略に基づいて平成 18 年度より担い

手専任部署の設置や、行政とのワンフロ

アー化などの推進体制を強化するとと

もに、平成１８年度は２３０地区、平成

16 年度から３年間で３５６地区に対し

て支援助成金を交付し、集落ビジョンの

策定や集落営農の組織化・法人化を推進

してきた。 
・ また、ＪＡ出資型農業生産法人設立や担

い手に対する農地の利用集積を促進す

るための、農地保有合理化事業の取組み

を推進している。ＪＡ伊達みらいは県内

初の事例となるＪＡ管内全域をエリア

としたＪＡ出資型生産法人「みらいアグ

リサービス株式会社」を設立し、転作

麦・大豆の集積やアンポ柿加工などに取

り組んでいる。 
・ ＪＡ農地保有合理化法人は平成１８年

１１月以降新たに９ＪＡが県知事の承

認を得、今年度末には１４ＪＡとなる見

込みである。 
・ 品目横断的経営安定対策は、担い手の経

営安定にとっては不可欠の制度であり、

すでに昨年 9 月～11 月に秋播き麦の加

入申請が実施された。本県でも６８経営

体が申請し、麦のカバー率はほぼ１０

０％であった。今後 4 月～６月には大

豆と米の品目横断的経営安定対策に関

する本格的な加入申請が実施されるの

で、関係機関による対象農家のリストア

ップと加入推進・申請手続きに対して万

全の体制で臨んでもらいたい。 
・ Ｊグループでは集落営農・担い手作り対

策を、今後３年間の重点対策にとして、

集落営農の組織化・法人化、経理一元化

対策や農地の利用集積、担い手への経営

支援のための個別事業対応に取り組む

計画である。 
 

 
“福島県集落営農推進大

会”が開催された！ 
県内８００名の集落リーダー

と関係者が一同に集まる！！ 
日時：平成 19 年 1 月１７日 

場所：ユラックス熱海 

うつくしま水田農業ビジョン通信 Vol.２５ 平成１９年２月５日 

ＪＡグループ福島県域営農センター・福島県水田農業産地づくり対策等推進会議 
（福島市飯坂町平野字三枚長１－１ ℡ ０２４－５５４－３０７２ Ｆａｘ０２４－５５４－６０２２） 

http://www.ja-fc.or.jp/tyuou/onchu/index.html 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 双葉地方では、２００５年５月からＪＡ、

県、管内８町村、関係団体で構成する双葉

地域集落営農推進協議会をつくり、町村ご

とに集落営農推進チームを設置し、集落営

農を推進している。ＪＡふたばも、０６年

度から営農部署に「担い手対策課」を新設

し、担い手の育成・支援と集落営農などを

強化した。１月までに８地区・１６集落で、

農用地利用改善団体が設立運営された。 
 このうちＪＡ水田営農実践組合育成活動

支援助成事業対象地区の一つである富岡町

大原地区では、農地・水・環境保全向上対 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

策事業の共同活動支援に加え、０７年度か

ら集落営農への取り組みの一環として、営

農活動を支援する。水稲特別栽培への取り

組みを強化する予定だ。 

急げ集落営農！！ 

ＪＡふたばが全面的

に担い手支援 

特裁米作りを後押し 

 ＪＡふたばでは、県が行う有機栽培モデ

ル実証事業を契機に、０５年度から「ＪＡ

ふたば水稲有機・特別栽培研究会」を設立

し、環境に配慮した栽培技術の研鑽に努め

る。また、会員が生産した「コシヒカリ」

や「ひとめぼれ」は「ふたば舞」という愛

称で販売・ＰＲ活動を行っている。 
このような背景を受け、富岡町大原地区

は、集落営農と農地・水・環境保全対策を

同時に取組むことで、地域住民の協力を得

ながら、環境の保全と環境に優しい農業生

産という「車の両輪」の姿が生まれる。 
 ＪＡふたばは、今後も、安全で安心でき

る農産物の生産、環境負荷の低減、売れる

米づくりの観点から、集落営農と併せ、特

別栽培米の生産についても、全面的に農家

を支援する。 

 


